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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

  

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

  

２ 【事業の内容】 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社についても異動はない。 

なお、建築事業セグメントに区分していた連結子会社であった戸田リフォーム㈱は、平成26年４月１日付で不動産

事業セグメントに区分していた千代田土地建物㈱との合併により消滅した。 

また、第１四半期連結会計期間から、報告セグメントの区分を変更している。詳細は、「第４ 経理の状況 １

四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載している。 

回次 
第91期 

第３四半期 
連結累計期間 

第92期 
第３四半期 
連結累計期間 

第91期 

会計期間 
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日 
至 平成26年12月31日 

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 311,831 283,915 448,987 

経常利益 （百万円） 8,644 11,349 6,584 

四半期（当期）純利益 （百万円） 13,144 11,599 10,228 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 30,014 26,492 16,874 

純資産額 （百万円） 155,533 163,594 141,880 

総資産額 （百万円） 476,686 460,513 473,510 

１株当たり四半期（当期）純
利益金額 

（円） 42.23 37.49 32.87 

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額 

（円） － － － 

自己資本比率 （％） 31.84 35.04 29.13 
 

回次 
第91期 

第３四半期 
連結会計期間 

第92期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日 
至 平成26年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額 （円） 6.54 11.87 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものである。 

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間における国内景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により個人消費な

どが弱く推移し、足元の景況感は停滞している。建設業界においては、官公庁工事を中心に受注が堅調に推移した

一方で、資材価格の上昇、労務逼迫等の懸念が払拭されず、不透明な要因を併せ持つ経営環境が続いている。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなった。 

連結売上高は、主に当社における完成工事高が減少したことにより、前年同四半期比9.0％減の2,839億円となっ

た。 

営業損益については、主要な事業である建設事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いているが、採算

重視の受注方針の徹底等により、当第３四半期連結累計期間における完成工事総利益率が向上した結果、売上総利

益率が9.2%と前年同四半期比2.2ポイント上昇し、売上総利益は261億円（前年同四半期比19.3％増）となった。一

方、販売費及び一般管理費については、162億円と前年同四半期比10.3%増加したため、営業利益は98億円（前年同

四半期比37.9％増）となった。 

経常損益については、受取利息及び保有する投資有価証券の受取配当金等により、113億円の経常利益（前年同四

半期比31.3％増）となった。 

四半期純損益については、特別利益において、負ののれん発生益4億円及び投資有価証券売却益3億円を計上した

結果、115億円の四半期純利益（前年同四半期比11.8％減）となった。 

  
なお、当社グループの売上高の大部分を占める完成工事高は、その計上時期が第４四半期連結会計期間に比較的

偏るという季節的変動要因があるため、第３四半期連結累計期間における完成工事高は通期の業績予想に比して相

対的に少なくなる傾向がある。 

  
セグメント別における業績は以下のとおりである。セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又

は振替高を含めて記載している。 

  
(建築事業) 

売上高は2,112億円（前年同四半期比11.4％減）となり、セグメント利益（営業利益）は57億円(前年同四半期

比35.0％増）となった。 

当社個別の受注高については、官公庁工事（国内）が前年同四半期比49.2％増となったが、民間工事（国内）

は前期に大型工事を受注した影響から同22.8％減となり、全体（海外含む）では2,682億円と、前年同四半期比

15.5％減となった。 
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(土木事業) 

売上高は649億円（前年同四半期比2.2％増）となり、セグメント利益は32億円(前年同四半期比113.1％増）と

なった。 

当社個別の受注高については、民間工事（国内）は前年同四半期比15.9％減となったが、官公庁工事（国内）

において大型工事を受注したことから、同80.6％増となり、全体（海外含む）では768億円と、前年同四半期比

55.3％増となった。 

(不動産事業) 

売上高は96億円（前年同四半期比21.5％減）、セグメント利益（営業利益）は8億円（前年同四半期比37.3％

減）となった。 

(その他の事業) 

売上高は8億円（前年同四半期比7.6％減）、セグメント利益（営業利益）は13百万円（前年同四半期比60.2％

減）となった。 

  
 (2)連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、投資有価証券が218億円増加したが、受取手形・完成工事未収入金

等の減169億円、有価証券（譲渡性預金等）の減158億円などにより、前連結会計年度末と比較して129億円減少の

4,605億円（2.7％減）となった。 

（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、コマーシャル・ペーパーが100億円増加したが、支払手形・工事未

払金等が457億円、工事損失引当金が67億円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して347億円減少

の2,969億円（10.5％減）となった。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、保有株式の時価の上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増146

億円などにより、前連結会計年度末と比較して217億円増加 の1,635億円（15.3％増）となり、自己資本比率は

35.0％となった。 

  
  
(3)  事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はない。なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下の通

りである。 

①基本方針の内容 

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資するものである限り、これを一概に否定するものではない。また、最終的には株式の大規模買付提案に応

じるかどうかは株主の決定に委ねられるべきだと考えている。 

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえば利害関係者との良好な関係を保ち続けることができない可

能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループ

の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定を行うために必要な情報が十分に

提供されないものもありうる。 

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時間

や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えている。 
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② 基本方針の実現に資する取組み 

ア 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み 

当社は1881年の創業以来、「品質・工期・安全に最善を尽くす」ことを社是とし、「建設を通じた社会福祉

の増進への貢献」「社会の信用を基とした社業の発展」「堅実な経営による適正利益確保を基とした社業の安

定」を経営方針に掲げ、顧客をはじめとする各利害関係者に対する幅広いサービスの提供と長年の実績に裏打

ちされた信頼関係の構築により、高い評価を得てきた。 

このような当社及び当社グループの企業価値の主な源泉は、技術力とノウハウに培われた品質の高い生産物

の提供や、創業以来の実績に裏打ちされた利害関係者との信頼関係、そしてこれら当社の企業文化を支える従

業員、さらには長年当社と共に歩んできた協力会社との良好なパートナーシップ等にあると考えている。 

これら当社グループの取組みの積み重ねが当社の企業価値を生み出しており、この企業文化を継続・発展さ

せることが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益を最大限に引き出すことにつながっていくものと

考えている。 

  
イ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み 

当社は、平成26年６月27日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する

対応策（以下、「本対応策」という。）を継続することに関して決議を行った。 

 本対応策の概要は次のとおりである。 

(ア) 本対応策に係る手続き 

a 対象となる大規模買付等 

 本対応策は以下の(a)又は(b)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（以下「大規模買

付等」という。）がなされる場合を適用対象とする。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下

「買付者等」という。）は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとする。 

(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け 

(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

b 「意向表明書」の当社への事前提出 

 買付者等は、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際

して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」という。）

を当社の定める書式により日本語で提出する。 

c 情報の提供 

 意向表明書を提出した場合には、買付者等は、当社に対して、大規模買付等に対する株主の判断のため

に必要かつ十分な情報を日本語で提供する。 

d 取締役会評価期間の設定等 

 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(a)又

は(b)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案

のための期間（以下「取締役会評価期間」という。）として設定する。 

(a) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60

日間 

(b) その他の大規模買付等の場合には90日間 

 ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役

会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当

該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主へ開示する。また、延長の期間は最大

30日間とする。 
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e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 

 独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代

替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとする。その

際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を

得ることができるものとする。 

(a) 買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合 

独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締

役会に対し対抗措置の発動を勧告する。 

(b) 買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合 

 買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会

に対して対抗措置の不発動を勧告する。ただし手続きが遵守されている場合でも、当該買付等が当社の

企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、例外的措置として対抗措

置の発動を勧告する場合がある。 

f 取締役会の決議 

当社取締役会は、eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うも

のとする。 

g 対抗措置の中止又は発動の停止 

当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大

規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生

じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持するこ

とが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を

行うものとする。 

h 大規模買付等の開始 

買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不

発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとする。 

  
(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容 

 当社取締役会が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行

うこととする。 

  
(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更 

 本対応策の有効期間は、平成26年6月27日開催の第91回定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

 ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がな

された場合には、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとする。また、当社の取

締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとする。 

なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認

を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合がある。 

  
③ 上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を

目的とするものではないこと及びその理由 

当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株主

共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断している。

また、次の理由から上記②イの取組みについても上記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでな

く、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断している。 
  

ア 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前

開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年

６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえている。 
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イ 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とす

るものである。 

ウ 株主意思を重視するものであること 

当社は、本対応策の継続に関する株主の意思を確認するため、平成26年6月27日に開催された第91回定時株主

総会において本対応策の継続に関する議案を付議し、その承認可決を受けている。また、本対応策の有効期間

は平成29年6月開催予定の当社第94回定時株主総会終結時までであり、また、その有効期間の満了前に開催され

る当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策も当該決議に従い変更

又は廃止されることになる。 

  
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する決議

及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置している。 

 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委

員3名以上により構成される。 

 また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主に情報開示を行うこととし、本対応策の透

明な運営が行われる仕組みを確保している。 

  
オ 合理的な客観的発動要件の設定 

本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保している。 

  
カ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとされている。 

また、当社は期差任期制を採用していない。 

  
(4)  研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は1,053百万円である。 

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はない。 

  
(5)  生産、受注及び販売の実績 

当第３四半期連結累計期間における当社の建築事業の受注高が著しく減少している。これは、前第３四半期連結

累計期間に大型の再開発工事を受注したことが影響している。また、当社の土木事業の受注高が著しく増加してい

る。これは、東京都において、大型の道路工事を受注したことが寄与している。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①  【株式の総数】 

  

  
②  【発行済株式】 

  

  
(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項なし。 

  
(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

  
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  
(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 759,000,000 

計 759,000,000 
 

種類 

第３四半期会計期間末 

現在発行数(株) 

(平成26年12月31日) 

提出日現在 

発行数(株) 

(平成27年２月13日) 

上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名 
内容 

普通株式 322,656,796 322,656,796 東京証券取引所（市場第一部） 単元株式数 
1,000株 

計 322,656,796 322,656,796 － － 
 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金増減額

  
(百万円) 

資本金残高 

  
(百万円) 

資本準備金 

増減額 

(百万円) 

資本準備金 

残高 

(百万円) 

平成26年12月31日 ― 322,656,796 ― 23,001 ― 25,573 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日である平成26年９月30日の株主名簿により記載している。 

①  【発行済株式】 

平成26年９月30日現在 

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式580株および証券保管振替機構名義の株式200株が含まれ

ている。 

  
②  【自己株式等】 

平成26年９月30日現在 

  
２ 【役員の状況】 

該当事項なし。 

  

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 15,508,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 305,235,000 305,235 － 

単元未満株式 普通株式 1,913,796 － － 

発行済株式総数   322,656,796 － － 

総株主の議決権 － 305,235 － 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％) 

（自己保有株式）          

戸田建設株式会社 
東京都中央区京橋 
１－７－１ 

15,508,000 － 15,508,000 4.80 

計 － 15,508,000 － 15,508,000 4.80 
 

― 9 ―



第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、青南監査法人による四半期レビューを受けている。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金預金 44,296 36,114 

    受取手形・完成工事未収入金等 124,056 ※3  107,125 

    有価証券 18,050 2,205 

    販売用不動産 21,385 19,957 

    未成工事支出金 22,629 25,189 

    その他のたな卸資産 801 573 

    その他 13,590 17,651 

    貸倒引当金 △795 △932 

    流動資産合計 244,014 207,885 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物・構築物（純額） 14,022 13,541 

      機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 765 701 

      土地 60,613 62,120 

      リース資産（純額） 191 193 

      建設仮勘定 10 20 

      有形固定資産合計 75,602 76,576 

    無形固定資産 2,868 3,000 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 147,572 169,399 

      長期貸付金 1,325 1,197 

      退職給付に係る資産 － 559 

      その他 3,353 2,866 

      貸倒引当金 △1,227 △971 

      投資その他の資産合計 151,024 173,050 

    固定資産合計 229,495 252,627 

  資産合計 473,510 460,513 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形・工事未払金等 117,656 ※3  71,945 

    短期借入金 52,353 50,536 

    コマーシャル・ペーパー － 10,000 

    未払法人税等 798 384 

    未成工事受入金 37,455 39,155 

    賞与引当金 2,863 1,750 

    完成工事補償引当金 2,773 2,303 

    工事損失引当金 15,545 8,776 

    訴訟損失引当金 435 435 

    預り金 15,936 16,463 

    その他 12,933 10,615 

    流動負債合計 258,752 212,366 

  固定負債     

    長期借入金 13,206 16,534 

    繰延税金負債 25,102 32,959 

    再評価に係る繰延税金負債 9,418 9,418 

    役員退職慰労引当金 172 153 

    退職給付に係る負債 21,824 22,161 

    資産除去債務 149 148 

    その他 3,004 3,175 

    固定負債合計 72,877 84,552 

  負債合計 331,629 296,918 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 23,001 23,001 

    資本剰余金 25,504 25,504 

    利益剰余金 45,472 56,593 

    自己株式 △6,007 △8,209 

    株主資本合計 87,971 96,889 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 45,477 60,083 

    繰延ヘッジ損益 － 5 

    土地再評価差額金 5,722 5,611 

    為替換算調整勘定 △700 △495 

    退職給付に係る調整累計額 △522 △737 

    その他の包括利益累計額合計 49,977 64,466 

  少数株主持分 3,930 2,238 

  純資産合計 141,880 163,594 

負債純資産合計 473,510 460,513 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高     

  完成工事高 300,815 274,523 

  不動産事業等売上高 11,016 9,392 

  売上高合計 311,831 283,915 

売上原価     

  完成工事原価 281,583 250,686 

  不動産事業等売上原価 8,357 7,111 

  売上原価合計 289,940 257,797 

売上総利益     

  完成工事総利益 19,231 23,837 

  不動産事業等総利益 2,659 2,280 

  売上総利益合計 21,891 26,118 

販売費及び一般管理費 14,756 16,280 

営業利益 7,134 9,837 

営業外収益     

  受取利息 193 320 

  受取配当金 1,784 1,927 

  その他 346 209 

  営業外収益合計 2,324 2,456 

営業外費用     

  支払利息 614 665 

  支払手数料 159 167 

  その他 39 111 

  営業外費用合計 813 944 

経常利益 8,644 11,349 

特別利益     

  固定資産売却益 345 266 

  投資有価証券売却益 4,161 313 

  負ののれん発生益 － 480 

  その他 683 1 

  特別利益合計 5,189 1,062 

特別損失     

  固定資産売却損 2 9 

  減損損失 288 － 

  投資有価証券評価損 27 － 

  その他 16 10 

  特別損失合計 334 19 

税金等調整前四半期純利益 13,499 12,392 

法人税等 243 547 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,256 11,845 

少数株主利益 112 246 

四半期純利益 13,144 11,599 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,256 11,845 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 16,213 14,607 

  繰延ヘッジ損益 △1 5 

  為替換算調整勘定 546 249 

  退職給付に係る調整額 － △215 

  その他の包括利益合計 16,758 14,647 

四半期包括利益 30,014 26,492 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 29,879 26,199 

  少数株主に係る四半期包括利益 135 292 
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【注記事項】 

  

（会計方針の変更等） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単

一の加重平均割引率を使用する方法へ変更した。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ている。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が851百万円増加、退職給付に係る負債が114

百万円減少し、利益剰余金が965百万円増加している。また、当第３四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報

に与える影響は軽微である。 

  

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

  

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

１ 偶発債務 

保証債務 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っている。 

  

２ 貸出コミットメント契約 

当社においては、運転資金調達の機動性の確保および調達手段の多様化に対応するため、貸出コミットメント契約を

締結している。 

当四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は下記のとおりである。 

  

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当四半

期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末

日残高に含まれている。 

  

  
  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日) 

税金費用の計算 
税金費用の算定については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて算定している。 
 

  
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

シンボルタワー開発(株) 210百万円 189百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

契約極度額 30,000百万円 30,000百万円 

借入実行残高 －百万円 －百万円 

差引額 30,000百万円 30,000百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

受取手形 －百万円 130百万円 

支払手形 －百万円 178百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累

計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

る。 

  

(株主資本等関係) 

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

１  配当金支払額 

  

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの 

  

  該当事項なし。 

  

３  株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項なし。 

  

Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年12月31日） 

１  配当金支払額 

  

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの 

  

  該当事項なし。 

  

３  株主資本の著しい変動に関する事項 

当社は、平成26年６月25日開催の取締役会決議に基づき、第２四半期連結累計期間において自己株式4,000,000株の

取得を行った。当該自己株式の取得などにより、自己株式が2,202百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末におけ

る自己株式は8,209百万円となった。 

 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日) 
 至 平成25年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

減価償却費 1,398百万円 1,223百万円 

のれんの償却額 27百万円 －百万円 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 1,556 5.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成26年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 1,555 5.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)1 「セグメント利益」の調整額△21百万円は、セグメント間取引消去である。 
2 「セグメント利益」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。  

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

建築セグメントにおいて、連結子会社である株式会社アペックエンジニアリングの経営環境および今後の見通し

を勘案し、のれんの評価を見直した結果、のれんの減損損失288百万円が発生した。 

また、不動産セグメントにおいて、連結子会社である千代田土地建物株式会社が自己株式を取得、その他セグメ

ントにおいて、連結子会社である戸田ファイナンス株式会社が自己株式を取得したことにより、負ののれんが発生

した。 

当該事象における負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期間において133百万円となった。 

  

Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)1 「セグメント利益」の調整額△31百万円は、セグメント間取引消去である。 
2 「セグメント利益」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

平成26年４月１日付で不動産事業セグメントに区分していた千代田土地建物株式会社が、建築事業セグメントに

区分していた戸田リフォーム株式会社を吸収合併したことにより、負ののれんが発生した。  

 また、不動産事業セグメントにおいて、連結子会社である戸田ビルパートナーズ株式会社が自己株式を取得した

ことにより、負ののれんが発生した。 

 当該事象における負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期間において480百万円となった。 
  
３．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、経営管理体制の強化を目的とした組織変更及び業績評価方法の見直しを行ったこ

とから、これまで「土木事業」、「不動産事業」に計上していた海外事業の一部について「建築事業」に計上する

方法に変更した。 

また、従来、当社の全社費用については各報告セグメントに配賦していなかったが、業績評価方法の見直しを行

ったことから、第１四半期連結会計期間より各報告セグメントへ配賦する方法に変更している。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法及びセグメント損益の測定方

法により作成しており、前第３四半期連結累計期間の「1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に

関する情報」に記載している。 

  
  
  
  

報告セグメント 
調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2 

建築事業 土木事業 不動産事業
その他 
の事業 

計 

売上高               

外部顧客への売上高 237,454 63,031 10,880 465 311,831 － 311,831 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

963 539 1,367 402 3,273 △3,273 － 

計 238,417 63,570 12,248 867 315,104 △3,273 311,831 

セグメント利益 4,273 1,528 1,317 34 7,155 △21 7,134 
 

  
  
  
  

報告セグメント 
調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2 

建築事業 土木事業 不動産事業
その他 
の事業 

計 

売上高               

外部顧客への売上高 210,544 64,463 8,460 447 283,915 － 283,915 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

669 526 1,157 354 2,708 △2,708 － 

計 211,213 64,989 9,618 802 286,623 △2,708 283,915 

セグメント利益 5,771 3,257 826 13 9,869 △31 9,837 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  
２ 【その他】 

該当事項なし。 

 

項目 
前第３四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日 
  至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成26年４月１日 
  至  平成26年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 42円23銭 37円49銭 

(算定上の基礎)     

四半期純利益金額(百万円) 13,144 11,599 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 13,144 11,599 

普通株式の期中平均株式数(千株) 311,213 309,415 
 

― 18 ―



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項なし。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

平成27年２月９日

戸田建設株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている戸田建設株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、戸田建設株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

  

青南監査法人 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士    笠  井  幸  夫    印 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士    小  平     修    印 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年２月13日 

【会社名】 戸田建設株式会社  

【英訳名】 TODA CORPORATION  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 雅 則  

【最高財務責任者の役職氏名】   ―  

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号  

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  戸田建設株式会社 千葉支店 

  （千葉市中央区新千葉一丁目４番３号） 

  戸田建設株式会社 関東支店 

  （さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号） 

  戸田建設株式会社 横浜支店 

  （横浜市中区本町四丁目43番地） 

  戸田建設株式会社 大阪支店 

  （大阪市西区西本町一丁目13番47号） 

  戸田建設株式会社 名古屋支店 

  （名古屋市東区泉一丁目22番22号） 

 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長 今井雅則は、当社の第92期第３四半期（自  平成26年10月１日  至  平成26年12月31日）の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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